
環境政策におけるＳＤＧｓの主な目標及びターゲット 

目標 主なターゲット 

2．飢餓をゼロに 

飢餓に終止符を

打ち、食料の安

定確保と栄養状

態の改善を達成

するとともに、

持続可能な農業

を推進する 

2.1 2030 年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困

層及び幼児を含む脆弱な立場にある人々が一年中安全

かつ栄養のある食料を十分得られるようにする。 

7．エネルギーを

みんなに そして

クリーンに 

すべての人々に

手ごろで信頼で

き、持続可能か

つ近代的なエネ 

ルギーへのアク

セスを確保する 

7.1 2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギー

サービスへの普遍的アクセスを確保する。  

7.2 2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再

生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。  

7.3 2030 年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を

倍増させる。  

7.a 2030 年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率

及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術などのク

リーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進

するための国際協力を強化し、エネルギー関連インフ

ラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。  

9．産業と技術革

新の基盤をつく

ろう 

9.4 2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及

び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通

じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向

上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行

う。  

資料３ 



強靭なインフラ

を整備し、包摂

的で持続可能な

産業化を推進す

るとともに、技

術革新の拡大を

図る 

11．住み続けられ

るまちづくりを 

都市と人間の居

住地を包摂的、

安全、強靭かつ

持続可能にする 

11.6 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄

物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、

都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。  

11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社

会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間

の良好なつながりを支援する。  

12．つくる責任 

つかう責任 

持続可能な消費

と生産のパター

ンを確保する 

12.3 2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一

人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの

生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させ

る。  

12.4 2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製

品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全

ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影

響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、

土壌への放出を大幅に削減する。  

12.5 2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及

び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。  

12.8 2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可

能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する

情報と意識を持つようにする。  

13．気候変動に

具体的な対策を 

13.1 全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対す

る強靱性（レジリエンス）及び適応の能力を強化する。

13.2 気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。

13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する

教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。  



気候変動とその

影響に立ち向か

うため、緊急対

策を取る 

14．海の豊かさ

を守ろう 

海洋と海洋資源

を持続可能な開

発に向けて保全

し、持続可能な

形で利用する 

14.1 2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上

活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止

し、大幅に削減する。  

14.2 2020 年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な

悪影響を回避するため、強靱性（レジリエンス）の強

化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産

的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回

復のための取組を行う。  

14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、

海洋酸性化の影響を最小限化し、対処する。  

15．陸の豊かさ

も守ろう 

陸上生態系の保

護、回復および

持続可能な利用

の推進、森林の

持続可能な管

理、砂漠化への

対処、土地劣化

の阻止および逆

転、ならびに生

物多様性損失の

阻止を図る 

15.1 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森

林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系

と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復

及び持続可能な利用を確保する。  

15.2 2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営

の実施を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を

回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加

させる。  

15.3 2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び

洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を

回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力す

る。  

15.4 2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたら

す山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含

む山地生態系の保全を確実に行う。  

15.8 2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、こ

れらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減

少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除ま

たは根絶を行う。  

15.9 2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地

方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦

略及び会計に組み込む。  

15.a 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、

あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行



う。  

15.b 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するた

め、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能

な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分

なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員す

る。  

17．パートナーシッ

プで目標を達成し

よう 

持続可能な開発

に向けて実施手

段を強化し、グ

ローバル・パー

トナーシップを

活性化する 

17.17 さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基

にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナ

ーシップを奨励・推進する。 


